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■市税・国民健康保険料の納期
固定資産税、都市計画税 ５月・７月・９月・11月
市・府民税（普通徴収） ６月・８月・10月・12月
軽自動車税（種別割） ６月
国民健康保険料 ６月～翌年３月の各月
※納期月の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌
営業日が納期限となります。

問市税に関すること＝税務課市民税係（☎983‒2481）、国民健康保険料に関すること＝国保医療課国保年金係（☎983‒2962）

■
納
期
限
が

　
過
ぎ
た
場
合
は

　
京
都
地
方
税
機
構
へ
移
管

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な

い
場
合
は
督
促
状
（
督
促
手

数
料
１
０
０
円
を
加
算
）
を

送
付
し
、
京
都
府
と
京
都
市

を
除
く
府
内
25
市
町
村
で
組

織
す
る
広
域
連
合
「
京
都
地

方
税
機
構
」
に
徴
収
事
務
を

移
管
し
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

災
害
や
病
気
・
け
が
、
失

業
な
ど
に
よ
り
、
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
納
税
通
知
書
が
届
い
て

か
ら
第
１
期
納
期
限
（
固
定

資
産
税
は
５
月
31
日〈
金
〉、

市
・
府
民
税
と
国
民
健
康
保

険
料
は
７
月
１
日
〈
月
〉）

ま
で
に
担
当
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
内
容
に
よ
り
、
京
都
地
方

税
機
構
で
相
談
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

市税・国民健康保険料の納付について
　

次
の
対
象
税
目
の
み
、
納
付

書
に
印
刷
さ
れ
た
地
方
税
統
一

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
）

を
読
み
込
む
と
、
全
国
の
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
対
応
金
融
機
関
で
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
税
目

　

市
民
税
・
府
民
税
（
普
通
徴

収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

　

ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
は
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ
る
納
付

■ＱＲコード納付書イメージ

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
）で

納
付
で
き
ま
す

の
ほ
か
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て

「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
か

ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
手
数

料
が
必
要
）
や
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
（
手
数
料
が
か
か
る
場
合

あ
り
）
な
ど
に
よ
る
納
付
も
可

能
で
す
。

詳
し
く
は
、
こ
ち
ら
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み

込
み
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

❷
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

　
決
済
ア
プ
リ

　

次
の
対
象
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス

ト
ー
ル
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
用
意
し
て
、
納
付
書
の
バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
ア
プ
リ

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ

ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
、
ａ

ｕ　

Ｐ
Ａ
Ｙ
、
ｄ
払
い

利
用
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

こ
ち
ら
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み

込
み
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

❸
納
付
書

　

市
役
所
や
銀
行
・
信
用
金
庫
、

農
業
協
同
組
合
、
郵
便
局
、
コ

ン
ビ
ニ
で
納
付
い
た
だ
け
ま
す
。

※
取
扱
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

は
納
付
書
の
裏
面
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

市
税
・
国
民
健
康
保
険
料
は
、
市
民
の
暮
ら
し
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
、

生
活
に
欠
か
せ
な
い
事
業
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
税
・
府
民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

▼レジに出された納付書は、全て納付されるものとして
取り扱われます。納付する期を確認して、１枚ずつレ
ジに出してください。
▼納付額が納付書１枚につき30万円を超えるものやバー
コードの印字されていない納付書、納期限をすぎた納
付書、金額が訂正された納付書は取り扱いできません。

■コンビニやスマートフォン決済アプリによる
　納付の注意点

❶
口
座
振
替

　

納
期
限
の
日
に
指
定
の
口
座

か
ら
自
動
的
に
振
替
す
る
た

め
、
納
め
忘
れ
も
な
く
、
便
利

で
す
。

　

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
引
き
落
と
し
を
希
望
さ

れ
る
月
の
前
月
15
日
ま
で
に
口

座
振
替
依
頼
書
を
市
税
等
取
扱

金
融
機
関
（
市
外
の
金
融
機
関

に
は
同
依
頼
書
が
な
い
場
合
あ

り
）
や
担
当
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
同
依
頼
書
の

郵
送
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

担
当
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
ご
利
用
の

場
合
は
、
直
接
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税

は
、
４
月
１
日
現
在
で
登
録

さ
れ
て
い
る
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

次
の
時
期
に
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期

限
内
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め

の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減

免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
減
免

の
要
件
や
必
要
書
類
等
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　バリアフリー改修工事を実
施した場合、工事完了の翌年
度の固定資産税を１戸当たり
100㎡を限度に３分の１減額
します。
■減額の要件
　新築した日から10年以上経
過し、次の❶～❷のいずれか
の人が居住する住宅（賃貸住
宅を除く。改修後床面積50㎡
以上280㎡以下）であること
❶65歳以上の人（改修工事が
完了した翌年１月１日現在）
❷申請時に要介護認定または
要支援認定を受けている
人、または申請時に障がい
のある人

■対象となる改修工事
　令和８年３月31日までに、
次の❶～❽のいずれかのバリ
アフリー改修工事が完了した
住宅で、補助金等を除く自己
負担額が50万円超のもの
❶廊下の拡幅❷階段のこう配
の緩和❸浴室の改良❹トイレ
の改修❺手すりの取り付け❻
床の段差解消❼引き戸への取
り替え❽床表面の滑り止め
■申請手続
　改修工事完了後３カ月以内
に工事内容・費用がわかる書
類（工事明細書や工事箇所の
写真等）と居住要件を満たす
ことを証明する書類等を添え

住宅のバリアフリー改修工事で
固定資産税を減額

問税務課資産税係（☎983‒2480）

さ
い
。

❶
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
納
期
限
は

５
月
31
日（
金
）ま
で
で
す
。

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、
京

都
府
の
納
税
窓
口
、
各
種
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
税
に
て
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

❷
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　

納
税
通
知
書
を
６
月
上
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
納
期
限
は

７
月
１
日
（
月
）
で
す
。

問
①
自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と
＝

　
　

京
都
府
山
城
広
域
振
興
局
税
務
課
（
☎
０
７
７
４
･
23
･
５
４
０
０
）

　

②
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と
＝

　
　

税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
･
１
１
１
３
、
９
８
３
･
２
１
６
４
）

自動車税と
軽自動車税は
期限内に納付をて申請してください（必要に

応じ、現地確認を行います）。

※申請書にマイナンバーの
記載が必要となるため、
マイナンバーと本人確認
ができる書類を提示して
ください（郵送の場合は
写しを添付）。
※過去にこの減額を受けた
ことがある場合、または
住宅耐震改修軽減を受け
ている場合は適用できま
せん。また、工事内容に
よっては、他の制度を利
用できる場合がありま
す。詳しくはお問い合わ
せください。

▼ ▼ ▼

３
種
の
納
付
方
法

▼　
　
　
▼　
　
　
▼

問税務課市民税係（☎983‒1113､ 983‒2164）

▼１点だけで本人確認が可能な書類
　マイナンバーカードや免許証等、
官公庁が発行した顔写真付証明書

　税務課では、第三者からの虚偽やなりすまし等
による課税（所得）証明の不正取得を防止し、個
人情報の保護を図ることを目的に、窓口で書類提
示による本人確認を行っています。
　交付申請時には、次のいずれかの本人確認資料
（郵送請求の場合は写し）を持参してください。

税証明の窓口交付には本人確認書類が必要です ▼ ❶または❷に示す
２点の組み合わせにより本人確認を行うもの
　（顔写真がない場合）
❶健康保険証、介護保険証、年金手帳等のうち２点
❷銀行の預金通帳・キャッシュカード、納税通知書
等のうち１点と、❶の書類のうち１点


